
平成３１年４月 ２ ６日

○規則

　

小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則

　

小田原市歴史まちづくり協議会規則の一部を改正する規則



小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則をここに公布

する。

平成３１年

　

４

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市規則第３９号

　　

小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則

　

（趣旨）

第１条

　

この規則は、 児童福祉法 （昭和２２年法律第１６４号。 以下 「法」 という。 ）

第２２条の規定に基づく助産施設における助産の実施 （以下 「助産の実施」 とい

　

う。） 又は法第２３条の規定に基づく母子生活支援施設における母子保護の実施 （以

　

下 「母子保護の実施」 という。） に係る費用の全部又は一部の徴収に関し必要な事項

　

を定めるものとする。

　

（費用の徴収）

第２条

　

市長は、 法第５６条第２項の規定により助産の実施若しくは母子保護の実施を

　

受けた者又はその扶養義務者 （民法 （明治２９年法律第８９号） に定める扶養義務者

　

をいう。） （以下これらを 「納入義務者」 という。） から、 助産の実施又は母子保護

　

の実施に要する費用 （以下 「徴収金」 という。）として、 助産の実施に係る徴収金に

　

あっては別表第１に、 母子保護の実施に係る徴収金にあっては別表第２に定める基準

　

により算定した額を徴収する。

２

　

納入義務者は、 徴収金を別に定める納入通知書によ・り納付しなければならない。

　

｛徴収金の額の変更）

第３条

　

市長は、 災害その他やむを得ない事由により、 納入義務者の負担能力に著しい

　

変動が生じたときは、 その変動の程度に応じて徴収金の額を変更することができる。

２

　

納入義務者は、 前項の規定による徴収金の額の変更を申請しようとするときは、 助

　

産の実施・母子保護の実施に係る徴収金額変更申請書 （様式第１号） にその事実を証

　

明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

３

　

市長は、 前項の規定による申請があったときは、 必要な調査を行った上で変更の可



否を決定し、 その結果を助産の実施・母子保護の実施に係る徴収金額変更 （却下） 決

定通知書 （様式第２号） により当該申請をした者に通知しなければならない。

　

（委任）

第４条

　

この規則に定めるもののほか、 助産の実施又は母子保護の実施に係る費用の全

部又は一部の徴収に関し必要な事項は、 市長が別に定める。

　

附

　

則

　

この規則は、 公布の日から施行する。



別表第１ （第２条関係）

階層
区分 世帯区分 徴収基準額

Ａ 生活保護法 （昭和２５年法律第１４４号） による被保護

世帯 （単給世帯を含む。 ）及び中国残留法人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律 （平成６年法律第

３０号） による支援給付受給世帯

’

　　　

○ 円

Ｂ Ａ階層に属する世帯を除き、 その世帯に属する妊産婦に

係る助産の実施をした日の属する年度分 （以下この表に

おいて 「当該年度分」 という。 ）の市町村民税非課税世

帯

２， ２ ００円

Ｃｉ Ａ階層及びＤ階層に属する世帯を

除き、 当該年度分の市町村民税課

税世帯であって、 その市町村民税

の額の区分が次の区分に該当する

世帯

均等割のみ課税世帯 ４， ５ ００円

所得割課税世帯 ６， ６ ００円Ｃ２

Ｄ Ａ階層及びＢ階層に属する世帯を除き、 前年分の所得税

課税世帯であって、 その所得税の額が８， ４０ ０円以下

の も の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

９， ０ ００円

備考

　

１

　

この表において 「均等割」 とは地方税法 （昭和２５年法律第２２６号） 第

　　

２ ９２条第１項第１号に規定する均等割をいい、 「所得割」 とは同項第２号に規

　

定する所得割 （この所得を計算する場合には、 同法第３１４条の７及び第

　　

３１４条の８並びに附則第５条第３項、 第５条の４第６項及び第５条の４の２第

　　

６項の規定は、 適用 しないものとする。 ） をいう

　

この場合において、 同法第

　　

３ ２３条の規定による市町村民税の減免があったときは、 その額を所得割の額又

　　

は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

　

２

　

この表における 「所得税の額」 は、 所得税法 （昭和４０年法律第３３号）、 租

　

税特別措置法 （昭和３２年法律第２６号） 及び災害被害者に対する租税の減免、



徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５号） の規定並びに 「控除廃止

の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に

限る。） に係る取扱いについて」 （平成２３年７月 １５日付雇児発０７１５第１

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） により計算するものとする。 ただし、

所得税の額を算出する場合には、 次の規定は、 適用しないものとする。

（１） 所得税法第７８条第１項 （同条第２項第１号、 第２号 （地方税法第３１４条

　

の ７第１項第２号に規定する寄附金に限る。） 及び第３号 （地方税法第

　

３１４条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る。） に規定する寄附金に限

　

る。 ） 、 第 ９２条第１項及び第９５条第１項から第３項までの規定

（２） 租税特別措置法第４１条第１項、 第２項及び第６項、 第４１条の２、 第

　

４１条の３の２第１項、 第２項、 第５項及び第６項、 第４１条の１９の２第

　

１項、 第４１条の１９の３第１項及び第３項並びに第４１条の１９の４第１項

　

及び第３項の規定

（３） 租税特別措置法等の一部を改正する法律 （平成１０年法律第２３号） 附則第

　

１２条の規定並びに所得税法等の一部を改正する法律 （平成２５年法律第５

　

号） 附則第５９条第１項及び第６０条第１項の規定

３

　

前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税が確定していない場合にあっては、

これが確定するまでの期間にあっては、 前々年分の所得税又は前年度分の市町村

民税によるものとする。

４

　

妊産婦の属する世帯の階層区分の認定については、 その妊産婦及びその妊産婦

　

と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者 （その者がその世帯におけ

　

る生計を主として維持する者である場合を含む。） の全ての者について、 それら

の者の課税額の合算額により行うものとする。

５

　

′妊産婦の属する世帯の階層区分がＢ階層と認定された世帯のうち、 次の各号の

いずれかに該当する世帯については、 この表の規定にかかわらず、 当該階層の徴

収基準額は、 ０円とする。

　

（１） 扶養義務者のいない世帯

　

（２） 母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和３９年法律第１２９号） 第６条第６項

　

に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

　

（３） 在宅障害者又は在宅障害児 （社会福祉施設に措置された者又は児童、 法第



　

２４条の２第１項の規定により障害児入所施設を利用する児童、 障害者の日常

　

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成１７年法律第１２３

　

号） 第６条に規定する自立支援給付の受給者 （同法第５条第６項、 第７項及び

　

第１２項から第１４項までに規定する障害福祉サービスを利用している者に限

　

る。） 及び同法附則第２２条の特定旧法受給者を除く。） で、 次に掲げる者を

　

有する世帯

　

ア

　

身体障害者福祉法 （昭和２４年法律第２８３号） 第１５条第４項の規定に

　　

より身体障害者手帳の交付を受けている者

　

イ

　

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者

　　

の判定を受け、 療育手帳の交付を受けている者

　

ウ

　

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 （昭和３９年法律第１３４号） に

　　

規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法 （昭和３４年法律第

　　

１４１号） に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

　

エ

　

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （昭和２５年法律第１２３号）

　　

第 ４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

（４） 生活保護法による保護を必要とする状態にある者、 その扶養義務者又はその

　

他の同居の親族の申請に基づき、 同法に規定する要保護者等特に困窮している

　

と福祉事務所長が認めた者を有する世帯

６

　

妊産婦が、 出産給付金 （国民健康保険法 （昭和３３年法律第１９２号） の規定

による被保険者その他医療保険各法の規定による被保険者、 組合員若しくは組合

員とみなされる者、 加入者若しくは加入者とみなされる者若しくは被扶養者が国

民健康保険法又は医療保険各法の規定により受けることができる出産育児一時金、

出産費その他の出産に係る給付の額 （医学的管理の下における出産について、 特

定出産事故が発生した場合において、 当該出産により出生した者の養育に係る経

済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保

険契約 （３， ０００万円以上の補償金を当該出生した者又はその保護者に対して

適切な期間にわたり支払うための保険金の契約とする。） が締結されており、 か

つ、 出産に係る医療の安全を確保し、 当該医療の質の向上を図るため、 特定出産

事故に関する情報の収集、 整理、 分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措

置を講じている場合に、 当該保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用



の額を基準として、 国民健康保険法又は医療保険各法の保険者が定める金額とし

て支払われる額を除く。） をいう。 以下同じ。） を受けることができるときは、

次に掲げる世帯の階層区分に応じ、 当該階層区分の徴収基準額に次に定める額を

加えた額を、 当該妊産婦に係る徴収基準額とする。

（１） Ｂ階層

　

当該妊産婦が受ける出産給付金の１０分の２に相当する額

（２） Ｃ，階層又はＣ２階層

　

当該妊産婦が受ける出産給付金の１０分の３に相当

　

する額

（３） Ｄ階層

　

当該妊産婦が受ける出産給付金の１０分の５に相当する額

７

　

助産の実施は、 妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

（１） その妊産婦の属する世帯の階層区分がＤ階層である場合において、 真にやむ

　

を得ない特別の理由がないとき。

（２） その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階層及びＢ階層である場合を除き、

　

当該妊産婦が受ける出産給付金が４０ ４， ０ ００円以上であるとき。

８

　

この表における徴収金の額は、 助産の実施が開始された日から解除される日ま

での期間に係る額とする。

９

　

妊産婦が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 （昭和３９年政令第２２４号）

第１条第２号に掲げる女子に該当する場合であって、 かつ、 ２・０歳未満の子を扶

養しているときのこの表における市町村民税及び所得税の額は、 当該妊産婦の申

請に基づき、 市町村民税の額にあっては当該妊産婦を地方税法第２９２条第１項

第１１号に規定する寡婦であるとみなして同法第２９５条第１項、 第３１４条の

　

２第１項及び第３１４条の６の規定の例により算定した額とし、 所得税の額にあ

っては当該妊産婦を所得税法第２条第１項第３０号に規定する寡婦であるとみな

して同法第８１条及び租税特別措置法第４１条の１７の規定の例により算定した

額とすることができる。

１０

　

この表の規定により算定した額に１円未満の端数が生じたときは、 その端数

金額を切り捨てるものとする。



別表第２（第２条関係）

階層
区分 世帯区分 徴収基準額（月額）

Ａ 生活保護法による被保護世帯 （単給世帯を含

む。 ）及び中国残留法人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律による支

援給付受給世帯

０円

Ｂ Ａ階層に属する世帯を除き、 現年度分の市町

村民税非課税世帯

１， １ ００円

ＣＩ Ａ階層及びにＤ，階

層 か らＤ，４階層ま で

に属する世帯を除

き、 現年度分の市町

村民税課税世帯であ

って、 その市町村民

税の額の区分が次の

区分に該当する世帯

均等割のみ課税世帯 ２， ２ ００円

所得割課税世帯 ３， ３ ００円Ｃ２

Ｄ，

Ａ階層及びＢ階層に

属する世帯を除き、

前年分の所得税課税

世帯であって、 その

所得税の額が次の区

分に該当するもの

１ ５， ０ ００円以下
４， ５ ００円

１ ５， ０

　

０ １円から

４

　

０， ０

　

０

　

０ 円まで

６， ７０ ０円
Ｄ２

４

　

０， ０

　

０ １円から

７

　

０， ０

　

０

　

０ 円まで

９， ３ ００円

Ｄ３

７

　

０， ０

　

０ １円から

１ ８ ３， ０ ００円まで

１４， ５ ０ ０円
Ｄ４

１ ８ ３， ００１円から

４ ０ ３， ０ ００円まで

２ ０， ６ ００円

Ｄ５



Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ．ｏ

Ｄｕ

４ ０ ３， ００１円から

７ ０ ３， ０ ００円まで

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の

　

額 が

２ ７， １ ０ ０円を超えるとき

は、 ２ ７， １ ００円）

７ ０ ３， ００１円から

１， ０ ７ ８， ０ ００円

まで

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の

　

額 が

３ ４， ３ ０ ０円を超えるとき

は、 ３ ４， ３ ００円）

１， ０ ７ ８， ００１円

から

１， ６ ３ ２， ０ ０ ０円

まで

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の

　

額

　

が

４ ２， ５ ０ ０円を超えるとき

は、 ４ ２， ５ ００円）

１， ６ ３ ２， ００１円

から

２， ３ ０ ３， ０ ０ ０円

まで

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の

　

額 が

５ １， ４ ０ ０円を超えるとき

は、 ５ １， ４ ００円）

２， ３ ０ ３， ００１円

から

３， １ １ ７， ０ ００円

まで

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の 額

　

が

６ １， ２ ０ ０円を超えるとき

は、 ６ １， ２ ００円）

３， １ １ ７， ００１円

から

４， １ ７ ３， ０ ００円

まで

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の

　

額 が

７ １， ９ ００円を超えるとき



は、 ７ １， ９ ００円）

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の

　

額

　

が

８ ３， ３ ０ ０円を超えるとき

は、 ８ ３， ３ ００円）

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

の 支 弁 額 （

　

そ

　

の

　

額

　

が

９ ５， ６ ０ ０円を超えるとき

は、 ９ ５， ６ ００円）

その月のその入所世帯に係る

母子保護の実施に要する費用

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

の支弁額

４， １ ７ ３， ００１円

から

５， ３ ３ ４， ０ ０ ０円

まで

５， ３ ３ ４， ００１円

から

６， ６ ７ ４， ０ ００円

まで

６， ６ ７ ４， ０ ０ １ 円、

以上

備考

　

別表第１備考１から３まで及び９の規定は、 この表の定義及び算定に準用する。



様式第１号（第３条関係）

　　　　

助産の実施・母子保護の実施に係る徴収金額変更申請書

　　　　　　　　　　　　　　

年

　　

月

　　　

日

小田原市長

　

様

　　　　　　　　　　

住

　

所

　　　　　　　　　　　　　　

申 請 者

　

氏

　

名

　　　　　　　　　　　　　　

⑩

　　　　　　　　　　

電

　

話

次の理由により徴収金額の変更を申請します。

入

　

所

　

者

住

　　　　　

所

氏

　　　　　

名

入

　　

所

　　

施

　　

設

　　

名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

現在の徴収金の額 （負担

すべき費用の額）

変更 を必要と する理由

（詳しく記入し、 その事

実を証明する書類を添付

してください。）

　　　　　　　　　　

′



様式第２号 （第３条関係）

　

助産の実施・母子保護の実施に係る徴収金額変更 （却下） 決定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　

番

　　　　　　

号

　　　　　　　　　　　　　　　

年

　　

月

　　　

日

　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小 田 原 市 長

　　　　　　　

園

次のとおり決定したので通知します。

口

　

次のとおり変更する。

変更後の徴収金の額 円

口

　

次の理由により徴収金の額を変更しない。

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

備考

　

この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、 小田原市長に対して審査請求をすることができます。

また、 この処分の取消しを求める訴えをする場合は、 この処分の通知を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に、 市を被告として （訴訟において市を代表する者は、

市長となります。） 提起することができます。 ただし、 審査請求をした場合には、 こ

の処分の取消しの訴えは、 その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に提起しなければなりません。



小田原市歴史まちづくり協議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年

　

４

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市規則第４０号

　　

小田原市歴史まちづくり協議会規則の一部を改正する規則

小田原市歴史まちづくり協議会規則 （平成２５年小田原市規則第２０号） の一部を次

のように改正する。

第４条第１項中 「に会長」 の次に 「１人」 を加え、 「１人」 を 「２人以内」 に改め、

同条第３項に後段として次のように加える。

　

副会長が２人置かれている場合にあっては、 あらかじめ会長が定めた順序で、 その

職務を代理する。

　

附

　

則

　

この規則は、 公布の日から施行する。


